
●下高柳北地区 地区計画変更までの流れ

関係者への説明

【令和７年２月８・１０日、３月２３・３０日】

対象：第１及び第４保育所に児童を通わせている保護者、４月以降に

両保育所に児童を通わせる予定の保護者及び地元区長

【令和７年５月１６・１７日】

対象：下高柳工業団地内で操業中の企業

【令和７年６月２９日、１０月１３日】

対象：第１及び第４保育所に児童を通わせている保護者

都市計画原案の閲覧（都市計画法第１６条第１項）

【令和７年６月２５日～ ７月８日】

対象：土地所有者及び利害関係人 ※意見書の提出なし

都市計画原案の縦覧（都市計画法第１７条第１項）

【令和７年９月１７～ ３０日】

対象者：加須市の住民、土地所有者及び利害関係人 ※意見書の提出なし

加須市都市計画審議会

【令和７年１１月１７日（月）※本日】

都市計画変更・告示

【令和７年１２月（予定） 】

※都市公園の廃止も同日告示予定
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